
 

 

 

 

「女性活躍加速のための重点方針 2016」 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍  

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の改革 

 

c) 公共調達の活用、男性の家事・育児等への 

参画促進 

 

(内閣府説明資料) 
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資料５

男女共同参画会議
第４回重点方針専門調査会



「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： 7,461 千円

29年度要求予算： 8,219 千円

通し番号  17 

機構定員要求

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速

   「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）第20条
において、国は、国及び公庫等の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、同法に
基づく認定を受けた企業等の受注の機会の増大等を実施すると規定。同法第20条第２項
において、地方公共団体は、国の施策に準じて必要な施策を実施するように努めるものと
されている。また、同法第20条に基づき、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助
金に関する取組指針」（平成28年３月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）を策
定した。
   これらに基づき、国や独法等の調達においては、価格以外の要素を評価する調達（総
合評価落札方式及び企画競争方式）を行う時は、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バ
ランス推進企業（女性活躍推進法等に基づく認定取得企業等）を加点評価することとして
おり、 この取組を地方公共団体、東京オリパラ関連、民間企業等へ広めることにより、働
き方改革を進める企業のインセンティブとして、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バラ
ンスの推進を加速していくことを目的とする。

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

①　女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスを評価する社会に向けて、「女性の活
躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」 （以下「取組指針」とい
う。）に基づき、各府省等において公表したスケジュールに沿って、取組を着実に実施す
る。

②　独立行政法人等の調達においても、取組指針を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する取組等を平成28年度中に開始し、平成29年度から原則全面実施する。
また、地方公共団体の調達においても、国の取組に準じ、地域の実情に応じた取組が進
められるよう働きかけを行うとともに、先進的な取組事例の周知等により、啓発等を進め
る。

③　東京オリンピック・パラリンピックに関する調達や民間企業等における各種調達にお
いても、ワーク・ライフ・バランス等を評価する取組を促進すべく、CSR推進の観点等も考
慮しつつ、公共調達等における先進的な取組事例の周知等によるワーク・ライフ・バラン
ス推進の働きかけや啓発等を進める。

（４）公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速
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該当施策概要

担当府省庁

【H28年度二次補正予算要求】
○調達に関する民間企業等の状況調査の実施
　 調達を通じたワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する民間企業等の状況を調
査・公表することにより、取組の加速を図る。

【H29年度要求予算】
○調達を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の取組の情報発信
　 女性活躍推進法サイトを拡充し、独法等、地方公共団体等の公共調達の好事例や、
WTO対象事業に係る外国法人の情報公表など、調達を通じたワーク・ライフ・バランス等
推進の取組を情報発信する。
○調達を活用したワーク・ライフ・バランス加速調査研究
   国・地方公共団体等における公共調達（配点事例、効果等の分析・検証、好事例の収
集等）の事例調査を行う。

内閣府

男女共同参画局推進課
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総
合

評
価
落

札
方
式
及
び
企
画
競
争
方
式
に
よ
る
調
達
に
お
い

て
、

ワ
ー
ク

・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等
推
進
企
業
(え

る
ぼ
し
認
定

企
業

等
)を

加
点

評
価
す
る
取
組
を
、
原
則
平
成
28
年
度
か
ら
実
施

(
WT
O対

象
事

業
は
遅
く
と
も
29
年
度
か
ら
対
象
)

国
業
務
委
託

事
業

者

○
「

女
性

の
職

業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推

進
に

関
す

る
法
律
」

(平
成

27
年

法
律

第
64
号
)第

20
条
及
び
「
女
性

の
活

躍
推

進
に
向

け
た

公
共
調

達
及
び
補
助
金
に
関
す
る
取
組

指
針

」
(平

成
28
年

３
月

22
日

す
べ

て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り

本
部
決

定
)に

基
づ

き
、

総
合

評
価
落
札
方
式
及
び
企
画
競
争
方

式
に
よ

る
調
達
に

お
い

て
、
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等

推
進
企
業
(え

る
ぼ

し
認

定
企
業

等
)を

加
点
評
価
す
る
取
組
を
、

原
則

平
成

28
年

度
か

ら
実
施
（

WT
O対

象
事
業
は
遅
く
と
も
29
年

度
か

ら
対

象
）
。

○
「

女
性
活
躍

加
速
の
た
め
の
重
点
方
針
20

16
」

(平
成

28
年

５
月

2
0日

す
べ
て

の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本

部
決

定
)等

に
よ

り
、

独
法

等
、
地

方
公
共
団
体
、
東
京
オ
リ
パ
ラ
や

民
間
企

業
等
の
調

達
に

お
け
る

国
に
準
じ
た
取
組
等
を
促
進
。

○
今

後
、

働
き
方
改

革
等
を
通
じ
た
ワ
ー
ク

・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ

ン
ス

等
の

推
進

を
加
速
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

、
調

達
を

通
じ
た

ワ
ー

ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等
推
進
の
取

組
に

関
す

る
民
間
企

業
等

の
状
況

を
調
査
・
公
表

し
、
取
組
を
加

速
。

公
共

調
達

等
を

活
用

し
た

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

等
推

進
の

加
速

費
（

内
閣

府
男

女
共

同
参

画
局

推
進

課
）

２
８

年
度

補
正

要
求

額
０

.０
７

億
円

事
業

概
要

・
目

的
事

業
イ

メ
ー

ジ
・

具
体

例

資
金

の
流

れ

○
公

共
調

達
等
に
お
け
る
加
点
評
価
す
る
取
組
は
、
働
き
方
改

革
を

進
め
る

企
業
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
り
、
女
性
活
躍
の
前

提
と

な
る
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
が
加
速
さ
れ
る
。

期
待

さ
れ

る
効

果

平
成

29
年
度
か
ら
原
則
全
面
実
施

国
の
取
組
に
準
じ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

取
組
を
促
進

東
京
オ
リ
パ
ラ
や
民
間
企
業
等
で
の
調
達
に

お
い
て
同
様
の
取
組
を
促
進

地
方

公
共

団
体

民
間

企
業

等

独
法

等

調
達

に
関
す

る
民
間
企
業
等
の
状
況
調
査
の
実
施

→
調

達
を
通

じ
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等
推
進
の
取

組
を

情
報
発

信

内
閣

府
(平

成
28
年
度
補
正
予
算

)

国

働
き
か
け
、
情
報
発
信
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公
共

調
達

等
を
活

用
し
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
等

推
進

の
加

速
に
つ
い
て


「
女

性
の

職
業

生
活

に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律

」（
平

成
27

年
法

律
第

64
号
）
第

20
条
に
お
い
て
、
国

は
、
国

及
び
公
庫
等
の
調
達
に
関
し
、
予
算
の
適
正
な

使
用

に
留

意
し
つ
つ
、
同
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
企
業

等
の

受
注
の

機
会
の

増
大
等

を
実

施
す
る
と
規

定
。
同
法

第
20

条
第
２
項
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、

国
の

施
策

に
準

じ
て
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

と
さ
れ

て
い
る
。


同

法
第

20
条

に
基

づ
き
「
女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
公
共

調
達
及

び
補

助
金
に
関

す
る
取

組
指
針

」
（
平
成

28
年
３
月

22
日
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部

決
定

）
を
策

定
。


「
女

性
活
躍

加
速

の
た
め
の
重
点
方
針

20
16

」
（
平
成

28
年

５
月

20
日
す
べ

て
の
女

性
が
輝

く
社

会
づ
く
り
本

部
決

定
）
に
お
い
て
、
独
法
等
で
の
取
組
の
平
成

29
年
度

か
ら
の

原
則

全
面

実
施

、
地
方
公
共
団
体
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関

連
や
民

間
で
の
取

組
の
働

き
か

け
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

経
緯

国
の

取
組

に
準

じ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
取
組
の

促
進

東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
調
達
や

民
間

企
業

等
に
お
け
る
各
種
調
達
に
お
い
て
同
様
の

取
組

の
促

進

国

取
組

指
針

を
踏

ま
え
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・バ

ラ
ン
ス
等

推
進

企
業

を
評

価
す
る
取
組
等
を
平
成

29
年
度
か
ら

原
則

全
面

実
施

独
立

行
政

法
人

等

地
方

公
共

団
体

民
間

企
業

等

概
要

総
合

評
価

落
札

方
式

及
び
企
画
競
争
方
式
に
よ
る
調

達
に
お
い

て
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・バ

ラ
ン
ス
等
推
進
企
業
（え

る
ぼ
し
認

定
企

業
等

）
を
加

点
評

価
す
る
取
組
を
、
原
則
平
成

28
年

度
か

ら
実

施
（

W
TO

対
象

事
業

は
遅
く
と
も

29
年
度
か
ら
対

象
）
。

・
国
、
地
方
公
共
団

体
等

の
事

例
収

集
・
分

析
（
配
点
事
例
、
効
果

等
の

分
析

・
検

証
、
好

事
例
の

収
集
等

）

調
達

を
活
用
し
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
加
速
調
査
研

究

働
き

か
け

・
女
性
活
躍
推
進
法

サ
イ
ト
を
拡

充
し
、
独

法
等
、
地
方

公
共
団

体
等
の
好
事
例

や
、

W
TO

対
象

事
業

に
係

る
外
国

法
人
の
情
報
公
表

な
ど
、
調

達
を
通

じ
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ

ラ
ン
ス
等
推

進
の

取
組

を
情

報
発

信

調
達
を
活

用
し
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
等
推
進
の
取
組
の
情

報
発
信

事
例

紹
介

内
閣

府
2
9
年

度
概

算
要

求
額

8
,
2
1
9
千
円

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等

を
進

め
る

企
業

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

女
性

活
躍
の

前
提
と
な

る
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
推
進
の

加
速
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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： 13,313 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 17,220 千円

該当施策概要

通し番号  24 

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

①　男性が家事・育児等に参画する社会の実現に向け、官民の有機的な連携を更に進
め、都市部を中心としたキャンペーンを、特に若年世代を中心に実施する。また、企業や
経済団体等との連携、地域における横断的取組、家事・育児等への参画を促す商品・
サービスの普及等、男性の家事・育児等への参画を促進する方策を総合的に推進する。

（６）男性が家事・育児等へ参画する国民全体の気運の醸成

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

男性の家事・育児等参加応援事業

○男性が家事・育児等に参加することは女性活躍の観点からも重要であるため、平成27
年12月25日に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」においても「男性中心型
労働慣行等の変革と女性の活躍」という章を新たに立てられ、「男女共同参画に関する男
性の理解の促進」の具体的な取組が盛り込まれました。
　　計画では「６歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間」を平成32年までに「１日あ
たり２時間30分」にすることを成果目標としています。（現状67分）
○平成28年5月にすべての女性が輝く社会づくり本部において決定した「女性活躍加速の
ための重点方針2016」では、「男性が家事・育児等に参画する社会の実現に向け、官民
の有機的な連携を更に進め、都市部を中心としたキャンペーンを、特に若年世代を中心
に実施する。また、企業や経済団体等との連携、地域における横断的取組、家事・育児等
への参画を促す商品・サービスの普及等、男性の家事・育児等への参画を促進する方策
を総合的に推進する。」こととされました。

機構定員要求

○男女がお互いの立場を尊重し、豊かな将来のためにそれぞれの家庭の価値観に合っ
た多様な家事・育児のあり方について話し合える機会をつくることが重要との考えに立
ち、様々なライフステージ（結婚、妊娠、出産期など）、多様な価値観を持つ男女に興味・
関心を持ってもらえる場としてのイベントを開催します。
　・基調講演、パネルディスカッション（メイン会場）
　・ワークショップ、トークセッション（サブ会場）
　・専門家によるライフプランの設計や、民間企業による男性の家事・育児参加促進につ
ながる商品・サービス紹介コーナーのブース出展
○インターネット等の啓発広報を展開します。
○上記の施策を実施して総合的に推進し、国民全体の気運を醸成します。

内閣府

男女共同参画局総務課

その他（具体的に）

担当府省庁
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啓

発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。

・
基

調
講
演
、
パ

ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
メ
イ
ン
会
場
）

・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
サ
ブ
会
場
）

・
専

門
家
に
よ
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の

設
計
や
、
民
間
企
業
に
よ
る
男
性
の

家
事
・
育
児
参
加
促
進
に
つ
な

が
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

紹
介

コ
ー
ナ
ー
の

ブ
ー
ス
出
展


イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
の

啓
発
広
報
を
展
開
。

男
性
の
家
事
・
育
児
等
参
加

応
援

事
業

＜
目
的
＞

男
性
が
家
事

・
育
児
等
に
参
加

す
る
こ
と
は
女
性
活
躍
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
平
成

2
7
年

1
2
月

2
5
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
に
お
い
て
も
「
男
性
中
心
型
労
働
慣

行
等
の
変
革
と
女
性
の
活
躍
」
と
い
う
章
を
新
た
に
立
て
ら
れ
、

「
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
男
性
の
理
解
の
促
進
」
の
具
体
的
な
取
組
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

計
画
で
は
「
６
歳
未
満
の
子
供
を
持
つ
夫
の
育
児
・
家
事
関
連
時
間
」
を
平
成

3
2
年
ま
で
に
「
１
日
あ
た
り
２
時
間

3
0
分
」
に
す
る
こ
と
を

成
果
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
（
現
状

6
7
分
）

上
記

の
施
策

を
実

施
し

て
総

合
的

に
推

進
し
、
国
民
の
気
運
を
醸
成
す
る
！

平
成

2
9
年

度
事
業
内
容
（
案
）

【
参
考
】

女
性

活
躍

加
速

の
た
め
の
重

点
方

針
20

1
6

（
平

成
2
8
年

5
月

2
0
日

：
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
決
定
））

１
．
多

様
な
働

き
方

の
推

進
、
男

性
の

暮
ら
し
方

・
意

識
の

変
革

（
６
）
男
性
が
家

事
・
育

児
等

へ
参

画
す
る
国
民
全
体
の

気
運
の

醸
成

①
男
性
が

家
事

・
育

児
等

に
参

画
す
る
社
会
の

実
現

に
向
け
、
官

民
の
有

機
的

な
連

携
を
更

に
進

め
、
都

市
部

を
中

心
と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、

特
に
若
年

世
代

を
中

心
に
実

施
す
る
。
ま
た
、
企
業
や

経
済
団

体
等
と
の

連
携

、
地

域
に
お
け
る
横

断
的

取
組

、
家

事
・
育

児
等

へ
の

参
画

を

促
す
商
品

・
サ

ー
ビ
ス
の

普
及

等
、
男
性

の
家
事
・
育

児
等
へ

の
参
画

を
促

進
す
る
方

策
を
総

合
的

に
推

進
す
る
。

2
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